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※この情報紙は、ご自由に複写してご利用ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023・No.109 

 冬 

エシカル消費で、福島県をより良くしよう  

“エシカル（ethical）”とは英語で“倫理的”を意味する言葉だよ。人や

社会、環境に配慮した消費行動のことを「エシカル消費」というんだ。 

福島県立福島西高等学校が考案したキャラクター、ロゴマーク 

１１月に公表された令和５年度県政世論調査では、「エシカル消費」という言葉を「知らな

い（聞いたことがない）」という回答が７５．５％という結果でした。県では、エシカル消費

を推進するために、高校生と連携したプロジェクトや週末イベントなどを展開しています。 

人やまち、地球にやさしい福島県になるように、食品ロス削減のための「てまえどり」や地

元の農家さんの応援となる「地産地消」など、エシカル消費をみんなで実践していきましょう。 

 

エシカル消費ってなに？ 

◆消費者向けロゴマーク 

◀地球とリサイクルの循環の丸をイメージし

たロゴマーク。カタカナを用いることで読みや

すさと親しみやすさを意識した。 

 

◆事業者向けロゴマーク 

ETHICAL の文字と樹木が育つイメージを重ねてデザインしたロゴマーク。▶ 

 

エシカル博士 

リサイクルのイメージから

ペットボトルをベースにデ

ザインされたキャラクター。 

 

福島県立あさか開成高等学校が開発したエシカルクッキー 

 会津 

・形が崩れた鬼ぐるみ 

・会津の牛乳 

「伝統の継承と特産物 

  の有効活用」 

 中通り 

・無農薬のブルーベリー・人参ジュースの

絞りかす・酪王牛乳 

「人・社会・環境への配慮」 

 浜通り 

・おおくまキウイ 

・田人町産米粉 

「ふくしまの復興と 

  地域の振興」       



 

 

2 
 

ⒸKANAGAWA2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２４日（土）・２５日（日）に、イオンスタイルいわき小名浜店（いわき市）で、

エシカル消費を知っていただくためのイベントを開催します。 

 当日は、エシカルクッキーの販売も行う予定です。クッキーの売り上げは、福島県立

あさか開成高等学校が行っている古着を回収してザンビアのこども達に寄附する活動

に活用されます。そのほか、県産間伐材を利用したコースターや会津木綿の端布を利用

したマグネットを作るワークショップ、楽しくエシカル消費を知っていただくスタン

プラリーを実施します。ぜひ、お立ち寄りください！ 

 

複数の金融機関等に多額の債務（借金）があり、返済困難になっている人の抱えている

問題（いわゆる多重債務問題）は、依然として大きな社会問題になっています。 

福島県では、12 月を「多重債務者相談強化キャンペーン」期間と位置づけ、県弁護士会

や県司法書士会の協力を得ながら、関係市町村とともに無料法律相談を実施します。 

多重債務の問題は、個人での解決は難しく、早期に解決に向けて、専門家に相談するこ

とが重要です。一人で悩まず、無料法律相談をご利用ください。 

相談会等の詳細な日程については、県消費生活課のホームページをご覧ください。 

  福島県多重債務者相談強化キャンペーン 

 

 

「生活費のために」 
「他社の返済のために」 

返せない借金で悩んでいませんか？ 

 

 

新しく借り入れをする前に、家計

の見直しについて、専門家に相談

し、解決方法を考えましょう。 

 

上記の「多重債務者相談キャンペーン」期間以外にも、県では、借金・多重債務問題や
震災関連の問題など様々な消費生活相談に対応するため、【弁護士・司法書士による法律
相談】【ファイナンシャルプランナー（FP）による生活再建等相談】を定期的に実施して
います。 
相談の日時や方法など詳しくは、下記までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 

 

消費生活無料法律相談・生活再建等相談 

 

【問い合わせ先（※消費生活無料法律相談・生活再建等相談）】 

県消費生活センター ０２４－５２１－０９９９ 

県中地方振興局   ０２４－９３５－１２９５ 

県南地方振興局   ０２４８－２３－１５４８ 

会津地方振興局   ０２４２－２９－５２９５ 
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対処法１ 

① ESC を２～３秒間押下します。（長押し） 

② 偽の警告画面がひと回り小さい表示となり、ウィンドウの右上に「閉じるボ

タン」（×）が表示されますので、クリックしてください。 

対処法２ 

① Ctrl と Alt と Delete を押下します。 

② 画面右下の「電源ボタンアイコン」をクリックして、「再起動」を選択してく

ださい。 

サポート詐欺が流行しています！ 

「サポート詐欺」とは、パソコン等でインターネットを閲覧中、突然、警告音ととも

に、ウイルスに感染したかのような偽の画面を表示させるなどして不安をあおり、画面

に表示されたサポート窓口に電話をかけさせ、サポートの名目で金銭をだまし取ろうと

するものです。 
被害にあわないためのポイント！！ 

◆警告画面に大手事業者名が表示されていても信

用せず、絶対に電話をしないでください。 

◆事業所が、電子マネーを購入させ、支払いを求

めることは絶対にありません。 

◆お金の話が出たら、電話を切りましょう。 

◆慌てて一人で判断することなく、すぐに家族や

知人に相談してください。 

 

落ち着いて偽の警告画面を消しましょう 

消費者ホットライン「１８８（局番なし）」は、お近くの

消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内し、トラ

ブル解決の支援をします。 

※通話料金は、最寄りの相談窓口につながった時点から

かかります。相談は無料です。 

消費者庁 消費者ホットライン１８８ 

イメージキャラクター イヤヤン 

知っていますか？困ったときの「１８８
い や や

」！ 
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 友だち追加よろしくね♪ 
県消費生活センターでは、相談が多い消費者トラブル

事例などを周知することを目的として、ＬＩＮＥ公式ア

カウントを活用した情報を毎月発信しています。 

ぜひ友だち登録をお願いします！ 

友だち追加方法（どちらか選んでください） 

①  右のＱＲコードをスマートフォンで 

読み取る 

② ＬＩＮＥのＩＤ検索欄で「@930esdof」を検索 

みんなに知ってほしいことを配信中！ 

 

ＬＩＮＥ公式アカウント 

災害に便乗した悪質商法にご注意ください！ 

 福島県 生活環境部消費生活課 024-521-7736（令和５年１１月発行） 

地震や大雨などの自然災害が発生すると、その被害に便乗した悪質商法や義援

金詐欺などが発生する傾向があります。住宅の修理等が必要な場合でも、慌てず

に複数の事業者から見積もりをとるなど、慎重に契約をしましょう。 

「保険を使って修理ができます」「”無料”（または”安い料金”）で点検し

ます」の言葉には注意しましょう。 

・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができます」「申請をサポートします」など

と勧誘され、高額な手数料や修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースが

みられます。 

・保険金の請求はご自身で簡単に行うことができます。「保険が使える」と言われた場

合は、まずはご自身で損害保険会社・代理店に連絡しましょう。 

・損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外

です。うその理由で申請するように勧められても、決して応じないようにしましょう。 

・契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったとき

は、一人で悩まず、福島県消費生活センター（０ ２ ４ －５ ２ １ －０ ９ ９ ９ ）又はお住ま

いの市町村の消費生活相談窓口【消費者ホットライン（局番なし）１ ８ ８ 】にご相談くだ

さい。 


